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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
案
（
閣
法
第
三
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
の
一
環
と
し
て
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
を
解
散
し
て
独
立
行

政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
を
設
立
す
る
た
め
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
人
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
と
す
る
。

。

２

機
構
は
、
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
を
図
り
、
並
び

に
国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与
す
る
医
薬
品
技
術
等
の
研
究
及
び
開
発
を
振
興
す
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
等
の
有
効

性
及
び
安
全
性
の
向
上
に
資
す
る
審
査
等
の
業
務
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

資
本
金

機
構
の
資
本
金
は
、
そ
の
設
立
に
際
し
、
政
府
が
出
資
す
る
金
額
及
び
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の

合
計
額
と
す
る
ほ
か
、
政
府
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
で
き
る
。



- -2

三

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
三
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

四

主
な
業
務

１

医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

２

生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

３

医
薬
品
技
術
及
び
医
療
用
具
等
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
及
び
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
等
の
業
務
を
行
う
。

４

希
少
疾
病
用
医
薬
品
及
び
希
少
疾
病
用
医
療
用
具
に
関
す
る
試
験
研
究
の
た
め
の
助
成
金
の
交
付
等
の
業
務
を
行
う
。

５

行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
用
具
（
以
下
「
医
薬
品
等
」
と
い
う

）
の
承

。

認
に
係
る
審
査
等
を
行
う
。

６

医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

五

長
期
借
入
金

機
構
は
、
副
作
用
救
済
給
付
業
務
及
び
感
染
救
済
給
付
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を

受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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六

そ
の
他

１

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
は
、
機
構
の
成
立
時
に
解
散
す
る
。

２

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
は
、
廃
止
す
る
。

七

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


